
家庭ごみ（粗大）処理

手数料の改定案について

資料３-３

令和７年１１月２５日

旭川市環境部

1



手数料の対象となる一般廃棄物と排出者

〈処理のフロー図〉

手数料の額
（１個につき）

一般廃棄物 排出者

３００円
粗大

（軽量）
・当該品目の平均的な重量がおおむね１０ｋｇ未満
・最大の辺又は径が１ｍ未満

粗大ごみを排出する市民

６５０円
粗大

（その他）
・当該品目の平均的な重量がおおむね１０ｋｇ以上
１００ｋｇ未満

粗大ごみを排出する市民

①申込

②手数料
③手数料
シール

④戸別
収集

市 民

販売店
〈手数料収納事務資格者〉

市
〈クリーンセンター〉

埋立処分
〈廃棄物処分場〉

⑤運搬

木質・金属解体等
〈クリーンセンター〉

資源化⑥売却

⑤運搬
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H10 H13 H16 H19 H22 H25 H28 R1 R4 R5 R6

排出量 市民１人当たりの年間排出量

家庭ごみの排出量等の推移（粗大）

kg/年t

資源化の拡充 H22～：木質
H23～：金属 R4～：羽毛布団

・H13. 4月に有料化
・650円/個

・H22. 7月に手数料を改定
・300円/個の区分を設定（重量
の違いによる不公平感の解消）

・R6 粗大ごみ収集
オンライン受付開始
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手数料コストの算定

コスト算定の対
象年度（実績）

有料化時 Ｈ２２改定 今回の見直し

Ｈ１０ Ｈ２０ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

処理量
（R4～R6：個）

軽量 300円 ― ー ４８，２２２ ４６，７０３ ４５，５５２

その他 650円 ー ー ４１，２５４ ３８，０４８ ３８，３９４

手数料コスト
（円／個）

軽量 300円 ― ７９４ ７７１ ８５４ １，０５１

その他 650円 ６５３ １，５８０ ２，１７２ ２，４０９ ２，９１７

排出者負担
割合（％）

軽量 300円 ― ３７．８ ３８．９ ３５．１ ２８．５

その他 650円 ９９．５ ４１．１ ２９．９ ２７．０ ２２．３

Ｈ１０
収集に係る経費及び埋立に係る経費をそれぞれ家庭ごみの排出量及び埋立総量で除した額から算出
した１ｋｇあたりのコストに、粗大ごみの１個当たりの平均重量（３０ｋｇ）を乗じて算出

Ｒ４～Ｒ６
粗大ごみの収集運搬に係る人件費、車両の更新・維持管理に係る経費、手数料シールの製造・販売
に係る経費、収集したごみの埋立処分に係る経費等の合計を手数料の区分に応じて重量で案分し、
それぞれの処理量（個数）で除して算定

Ｈ２２改定
軽量区分の設定に当たり、Ｈ２０の粗大ごみの平均重量１９．９ｋｇに対して、軽量のものを１０
ｋｇを基準にし、約２分の１の額に設定
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手数料の改定案

現行

３００円／個

６５０円／個

激変緩和措置の適用
（現行手数料の１．５倍まで）

コスト
（Ｒ４～Ｒ６平均）

８９２円／個

２，４９９円／個

改定案

４５０円／個

９７０円／個

区分

軽量

その他
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改定料金の適用時期（案） 令和９年４月１日
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道内主要都市の状況

手数料
（円／個）

備考 減免の状況

旭川市
４５０、９７０ 見直し案

生活保護世帯の減免の在り方
について検討を進める

３００、６５０ 現 行 生活保護

札幌市
２００、５００、９００

１３００、１８００
生活保護

函館市 ２００、４００、６００ 低所得者（生活保護除く）

小樽市 排出者が許可業者に依頼 なし

室蘭市 ２４０ なし

釧路市 ３９２ なし

帯広市 ６００ 災害時

北見市 ３００ R8.10月から450円 生活保護

苫小牧市 ３００、６００ なし

江別市 ２５０、５００、１０００ なし
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手数料改定による影響額

※ １世帯当たり１個の粗大ごみを排出する年数を、R４～R６年度の粗大ごみの処理個数
（戸別収集に係るもの）及び世帯数から算出

現行

３００円／
個

６５０円／
個

改定案

４５０円／
個

９７０円／
個

影響額

１５０円／
個

３２０円／
個

区分 排出の頻度（※）

軽量
１世帯当たり
３～４年に１個

その他
１世帯当たり
４～５年に１個
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